
改正廃棄物処理法の改正により、平成２３年４月１日から完全施行となり、廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表が義務化されました。

弊社も、適正に維持管理を行い、管理情報を公表し、法令遵守いたしております。

○

１） 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量   (焼却）

令和6年度 ＊木くず専用焼却炉ですので、他の品目の処分は行っておりません。 単位：　ｔ

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２） 燃焼室中の燃焼ガスの温度（連続的に測定し記録したもの）
３） 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（連続的に測定し、記録したもの）
４） 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（連続的に測定し、記録したもの）

4月20日 5月20日 6月20日 7月20日 8月24日 9月20日 10月21日 11月21日 12月20日 1月20日 2月20日 3月20日

連続 ℃ 889 890 897 897 883 898 887 877 887 883 890 886

測定 ℃ 181 174 178 179 171 180 179 178 181 171 174 176

項目 ppm 8.5 18.1 4.2 5.9 24.2 5.0 17.4 21.8 23.4 45.7 37.8 13.0

－－－＞＞　２．３．４）の公表事項について、連続的に測定した記録については、弊社、中央監視室にて縦覧できます。

５） 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去の実施状況と措置

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

28-30 1-7 10-17 29-31 1-6

28-30 1-7 10-17 29-31 1-6

６） 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（１回／年以上測定）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物、
に係るもの）に関する事項（採取位置、採取年月日、測定結果が得られた年月日を含む）
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産業廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表

公　開　事　項

品目区分

廃プラスチック類

動植物性残渣


